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１．経済状況と持続的な経済成長に向けた取組

・ 政府は、長引くデフレからの早期脱却と経済再生に向けて「三本の矢」を一体と
して強力に推進。

・経済財政諮問会議意見に示されているとおり、景気は緩やかに回復。物価の動
向を総合してみると、デフレ状況ではなくなりつつある。先行きについても、景気
回復の動きが確かなものとなることが期待される。

・ 「経済政策パッケージ」（後述）に取り組み、デフレ脱却と経済再生の道筋を確
かなものとする。

３．社会保障制度改革
・本年８月に「「法制上の措置の骨子」について」を決定。消費税増収分と社会保障給
付の重点化・効率化により必要な財源を確保しつつ、社会保障制度改革を行う。

・ 政府は、この骨子に基づく法律案を速やかに策定し、次期国会冒頭に法案を提出。

２．財政状況等

・ 我が国財政は厳しい状況。社会保障関係費の増大などにより悪化。
・政府は財政健全化目標を設定。 「中期財政計画」に従い、財政健全化目標達成を
目指す。

・国民に負担増を求める際に、各分野の歳出において無駄があるといった批判を招
かないよう取り組む。

消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について（平成25年10月１日閣議決定）の概要

 消費税率（国・地方）を平成26年４月１日に５％から８％へ引き上げることを確認する。
 消費税率の引上げによる反動減を緩和し、景気の下振れリスクに対応するとともに、その後の経済の成長力の底上げと好循環の実現を図り、持続的な経済成長につなげ

るため、経済政策パッケージを決定。

４．消費税率引上げにあたっての対応

消費税率の引上げにあたっては、税収増を社会保障の充実・安定化に充てるのみならず、デフレ脱却と経済再生に向けた取組みを更に強化するため、
以下について、「経済政策パッケージ」として取り組む。

（１）成長力底上げのための政策
①成長戦略関連施策の当面の実行方針 ②投資減税措置等 ： 設備投資減税・研究開発減税、事業再編促進税制、ベンチャーファンドへの投資を促す税制の創設等。

（２）「政・労・使」の連携による経済の好循環の実現
○ 企業収益の拡大が賃金上昇や雇用拡大による消費拡大・投資増加につながる好循環を実現するため、政府は、９月20日に立ち上げた「経済の好循環実現に向けた政

労使会議」等において取組を進める。
○ 所得拡大促進税制について、企業による賃金引上げの取組を強力に促進するため、拡充を行う。
○ 足元の経済成長を賃金上昇につなげることを前提に、復興特別法人税の一年前倒しでの廃止について検討する。その検討にあたっては、税収の動向などを見極めて

復興特別法人税に代わる復興財源を確保すること、国民の理解、なかでも被災地の方々の十分な理解を得ること、及び復興特別法人税の廃止を確実に賃金上昇につ
なげられる方策と見通しを確認すること等を踏まえたうえで、12月中に結論を得る。

（３）新たな経済対策の策定
○ 消費税率引上げに伴う駆け込み需要とその反動減を緩和し、景気の下振れリスクに対応するとともに、その後の経済の成長力を底上げして成長軌道に早期に復帰で

きるよう、反動減等に対応した給付措置（後述）とあわせて、新たな経済対策を策定する。
○ 来年度４～６月期に見込まれる反動減を大きく上回る５兆円規模とし、３％の消費税率引上げによる影響を大幅に緩和するとともに、経済の成長力の底上げ、成長軌道

への早期の復帰に対応。
○ その中で、競争力強化策、高齢者・女性・若者向け施策、復興、防災・安全対策の加速などを措置すべく、今後、来年度予算とあわせて具体化し、景気や税収の動向を

見極めた上で、12月上旬に新たな経済対策として策定する。
○ その上で、これらの施策を実行するための平成25年度補正予算を、来年度予算とあわせて編成する。
○ また、来年度予算においても、経済成長に資する施策に重点化する。

（４）簡素な給付措置 ： 市町村民税非課税者2,400万人に１万円支給。老齢基礎年金（65歳以上）の受給者等に5,000円を加算。

（５）住宅取得等に係る給付措置（給与収入約500万円以下の住宅購入者に10～30万円給付。 被災地は標準的な負担増加額を給付。）、車体課税の見直し

（６）転嫁対策 ： 消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するため、実効性ある対策を推進。

（７）復興の加速等（再掲） ： ①新たな経済対策の中で復旧・復興の加速に取り組み、平成25年度補正予算及び平成26年度当初予算で予算措置を講じる。
②その対策の中で、復興特別法人税を廃止する場合は復興財源を補填する。③被災者の住宅再建に係る給付措置を行う。 1
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減税による租税収入の減少を補うための減税特例公債、平成23年度は東日本大震災からの復興のために実施する施策の財源を調達するための復興債、平成24年度、25年度は基
礎年金国庫負担２分の１を実現する財源を調達するための年金特例公債を除いている。

税収と国債発行額
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一般会計税収の約１７年分に相当
（平成25年度一般会計税収予算額：約４３兆円）

平成25年度末公債残高

約７５０兆円 （見込み）

↓

国民１人当たり 約５８９万円
４人家族で 約２，３５６万円

※勤労者世帯の平均年間可処分所得
約５０５万円

復興債残高

（注１）公債残高は各年度の３月末現在額。ただし、平成24年度末は補正後予算に基づく見込み、平成25年度末は予算に基づく見込み。
（注２）特例公債残高は、国鉄長期債務、国有林野累積債務等の一般会計承継による借換国債、臨時特別公債、減税特例公債及び年金特例公債を含む。
（注３）東日本大震災からの復興のために実施する施策に必要な財源として発行される復興債（平成23年度は一般会計において、平成24年度以降は東日本大震災復興特別会計において負担）
を公債残高に含めている（平成23年度末で10.7兆円、平成24年度末で11.2兆円、平成25年度末で12.2兆円）。
（注４）平成25年度末の翌年度借換のための前倒債限度額を除いた見込額は730兆円程度。

公債残高の累増
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債務残高の国際比較（対ＧＤＰ比）

（％）

暦 年 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

日 本 114.9 129.0 137.6 144.7 153.5 158.3 166.3 169.5

米 国 64.2 60.5 54.5 54.4 56.8 60.2 67.5 67.1

英 国 52.3 47.4 45.2 40.5 41.1 41.6 43.9 46.1

ド イ ツ 62.3 61.8 60.8 60.1 62.5 65.9 69.3 71.8

フ ラ ン ス 70.4 66.8 65.7 64.3 67.5 71.7 74.1 76.0

イ タ リ ア 131.8 125.7 120.8 120.1 118.8 116.3 116.8 119.4

カ ナ ダ 92.9 89.6 80.5 80.7 78.6 74.7 70.8 69.7

暦 年 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

日 本 166.8 162.4 171.1 188.7 193.3 210.6 219.1 228.4

米 国 65.8 66.3 75.3 88.8 97.9 102.3 106.3 109.1

英 国 45.9 47.0 57.5 72.0 85.6 100.4 103.9 109.1

ド イ ツ 69.8 65.6 69.9 77.5 86.1 86.3 89.2 87.9

フ ラ ン ス 71.2 73.0 79.3 91.3 95.6 99.5 109.7 113.5

イ タ リ ア 119.0 114.4 116.9 130.1 128.9 122.0 140.2 143.6

カ ナ ダ 68.6 65.0 69.2 81.5 83.0 83.4 85.5 85.2
（出典）OECD "Economic Outlook 93"（2013年6月）

※ 数値は一般政府ベース。

債務残高の対GDP比を見ると、90年代後半に財政健全化を着実に進めた主要先進国と比較して、我が国は急速に悪化してお
り、最悪の水準となっています。
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（注１）利払費は、平成24年度までは決算、平成25年度は予算による。
（注２）公債残高は各年度３月末現在高。ただし、平成25年度末は予算に基づく見込み。

金利（左軸）

利払費（左軸）

公債残高
（右軸）

長期金利上昇が日本財政に与えるリスクについて
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○日本銀行の試算によれば、国内銀行が保有する国内債券（国債を含む）の金利が同時に１％上昇した場合を想定すると、

金利上昇に伴う債券価格の下落等により、時価で見た場合、8.3兆円の評価損（大手銀行：3.7兆円、地域銀行：3.0兆円、

信用金庫：1.6兆円）が生じる。

（平成24年10月公表 日本銀行「金融システムレポート」）

（注１）満期保有目的の場合は、会計処理上、取得原価で評価することが原則とされており、

直ちに評価損が認識されるわけではない。

（注２）長期金利上昇は、他方で運用利回りの向上による利益を生む側面もある。

○国内銀行が保有する債券の評価損が発生すると、

・国内銀行の自己資本が減少し、「自己資本比率」が低下することによって、

銀行の信用が低下する可能性。

・また、「自己資本比率」を再び上昇させるために、銀行がリスク資産（貸出等）の

圧縮を図る（貸し渋り）可能性もある。

自己資本が8.3兆円減少したときに、仮に自己資本比率（10％と仮定）を維持する

のであれば、リスク資産ベースで約83兆円の圧縮が必要となる。

※リスク・ウェイトの例

国債、地方債、現金等・・・0％ 政府関係機関債・・・10％

抵当権付住宅ローン・・・35％ 法人向けローン・・・格付けに応じ、20％～150％（大半は100％）

○また、債券市場において、国債はベンチマークとしての役割を果たしており、国債金利の上昇は、企業や自治体の

調達金利の上昇をもたらし、経済や自治体財政への悪影響を及ぼしかねない点にも留意が必要。

リスク資産（注）

自己資本（資本金、法定準備金、剰余金 等）

（注）資産の各項目にその信用リスクに応じたリスク・ウェイト（掛け目）を乗じた額等の合計

（参考）BIS規制（現行）における、銀行の自己資本比率は、以下の式で定義される。

（注）上記はあくまでも、自己資本比率の維持を資産圧縮だけで対応した場合の簡易試算であり、
評価損全てが直ちに貸し渋りに直結するわけではない。

① 評価損（資本の減）と同額の資産の減では、
自己資本比率が低下してしまう。

② 仮に、リスク資産の圧縮だけで、

自己資本比率を維持するためには、大幅な貸し
出し等の圧縮（貸し渋り）が必要となる。

＜イメージ図＞

資産

預金

資本

①

②

長期金利上昇が経済に与えるリスクについて
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1990年度と2013年度における国の一般会計歳入歳出の比較

（注）当初予算ベース。

（単位：兆円）

○ 歳出の伸びの大半は社会保障関係費の伸び。

○ 国債発行額の増加は、税収の落込みとともに、社会保障関係費の伸びが影響。
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○ 国・地方の基礎的財政収支（以下、ＰＢ）について、①2015年度までに2010年度に比べ赤字の対ＧＤＰ比を半減、②2020年度までに
黒字化、③その後の債務残高対ＧＤＰ比の安定的な引下げを目指す。

当面の財政健全化に向けた取組等についてー中期財政計画ー（平成25年８月８日閣議了解）の概要

Ⅱ．財政健全化に向けた目標

○ 国の一般会計ＰＢについて、少なくとも平成26・27年度の各年度４兆円程度改善。26年度予算においては▲19兆円程度、27年度予
算においては▲15兆円程度とし、これをもって、半減目標を達成。

Ⅲ．平成27年度（2015年度）の目標達成に向けて

１ 基本的な取組

○ 新規国債発行額については、平成26年度、平成27年度において、それぞれ前年度を上回らないよう、最大限努力。

○ 地方財政についても、地方財政の安定的な運営の観点を踏まえ、国の歳出の取組と基調を合わせつつ、地方の一般財源の総額に
ついては、平成26年度、平成27年度において、平成25年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保。

２ 歳出面・歳入面の取組

○ 社会保障：人口高齢化等による増勢がある中で、極力全体の水準を抑制。年金マクロ経済スライド発動の前提となる特例水準の解
消、後発医薬品の使用促進に具体的進捗がみられるよう取り組む。

○ 地方財政：経済再生にあわせリーマン後の危機対応モードから平時モードへの切替えを進めていく必要。

Ⅳ．平成32年度（2020年度）の目標達成に向けて

○ 各年度の予算において、歳出面では、無駄の排除などでＰＢ対象経費を極力抑制し、経済成長によりＧＤＰを増大させることで、ＰＢ
対象経費の対ＧＤＰ比を逓減させていく。歳入面では、経済成長を通じて税収の対ＧＤＰ比の伸長を図る。さらに、増大する社会保障
は、制度改革を含めた歳出・歳入両面の取組によって財源を確保することを検討。

○ 平成27年度（2015年度）までの取組と同様に、一般会計上のＰＢを改善し、黒字化させる。

○ 社会資本整備：投資効果の高い事業への重点化を図るなど、選択と集中を徹底。

Ⅰ．基本認識

○ 今後10年間（2013年度から2022年度）の平均で、名目ＧＤＰ３％程度、実質ＧＤＰ２％程度の成長を目指す。民需主導の持続的成長
と財政健全化の好循環を目指していく。

○ 国・地方のＰＢ赤字の大宗を占める国の一般会計のＰＢ赤字について改善を図る必要。

8
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年金や医療関係の給付と財政の関係

社会保障給付費

社会保険料収入

社会保障制度を通じて、国民に給付される金銭・
サービスの合計額

（例）年金の受給額
医療・介護の給付額（自己負担見合いを除く）

高齢化の進展に伴い、社会保障給付費が大きく伸びる一方で、社会保険料収入は横ばいで推移し、その差額は
拡大傾向。この差額は主に、国や地方の税負担で賄われる。

※数値は基礎年金国庫負担２分の１ベース。
（出典）社会保障・人口問題研究所「社会保障費用統計」、平成24年度（予算ベース）は厚生労働省推計。

（兆円）
（％）

歳 出

介護・
福祉その他
20.6兆円

［うち介護 8.4兆円］

医 療
35.1兆円

年 金
53.8兆円

保 険 料
60.6兆円

国 税 負 担※

29.4兆円

地方税等負担
10.9兆円

資産収入等

給付費 109.5兆円 財源100.9兆円
＋資産収入

この部分
に対応

一般会計との関係

社会保障関係費※

28.9兆円

恩給関係費
0.6兆円

○社会保障関係費は、国の税収と公
債金収入（借金）を財源としています。

○社会保障関係費は、毎年度１兆円規模
で増大していく見込みです。

2012年度（予算ベース）
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0.7兆円程度

1.5兆円程度
※充実と重点化・効率化

を併せて実施

0.6兆円程度

所要額（公費※）合計 ＝ ２．８兆円程度

○子ども・子育て支援の充実（待機児童の解消などの量的拡充と質の向上）

○現行制度の改善

子
ど
も
・
子
育
て

医

療

・

介

護

年

金

○医療・介護サービスの提供体制改革

①病床の機能分化・連携、在宅医療の推進等
・病床の機能分化と連携を進め、発症から入院、回復期
（リハビリ）、退院までの流れをスムーズにしていくことで、
早期の在宅・社会復帰を可能にする。

・在宅医療・介護を推進し、地域での生活の継続を支える。

・医師、看護師等の医療従事者を確保する。

（新たな財政支援制度の創設、診療報酬に係る適切な対応の在り方
の検討・必要な措置）

②地域包括ケアシステムの構築

介護が必要になっても住み慣れた地域で暮らせるよう、介護・
医療・予防・生活支援・住まいが一体的に提供される地域包括
ケアシステムを構築するため、以下の取組を行う。

ⅰ）医療と介護の連携、ⅱ）生活支援・介護予防の基盤整備
ⅲ）認知症施策、ⅳ）地域の実情に応じた要支援者への支援の見直し
ⅴ）マンパワーの確保等

など

○難病、小児慢性特定疾患に係る
公平かつ安定的な制度の確立

・低所得高齢者・障害者等への福祉的給付 ・受給資格期間の短縮 ・遺族年金の父子家庭への拡大

○医療・介護保険制度の改革

①医療保険制度の財政基盤の安定化
・低所得者が多く加入する国民健康保険への財政支援の

拡充（国民健康保険の保険者、運営等の在り方に関する

改革の前提として行われる財政支援の拡充を含む）

・協会けんぽに対する国庫補助

②保険料に係る国民の負担に関する公平の確保
・国民健康保険等の低所得者保険料軽減措置の拡充

・後期高齢者支援金の全面総報酬割の導入

③保険給付の対象となる療養の範囲の適正化等
・低所得者に配慮しつつ行う高額療養費の見直し

・医療提供施設相互間の機能の分担や在宅療養との公平

の観点からの外来・入院に関する給付の見直し

⑤介護保険の一号保険料の低所得者軽減強化

④介護給付の重点化・効率化
・一定以上の所得を有する者の利用者負担の見直し

など

※ 消費税財源（平年度ベース）

・子ども・子育て支援新制度の実施による、幼児教育・保育と地域の子ども・子育て支援の総合的推進・充実

・「待機児童解消加速化プラン」の実施

・新制度への円滑な移行を図るための保育緊急確保事業

・社会的養護の充実 など

＊2017年度時点では、3.2兆円程度の見込み。
（注）上記の表は、消費税増収分を活用した社会保障の充実について、

公費に影響のあるものについて整理したものである。

社会保障・税一体改革による社会保障の充実
※ 消費税引上げによる増収分は、全て社会保障の充実・安定化に向けることとなっており、基礎年金国庫負担
割合の1/2への恒久的引上げ等＊による社会保障の安定化のほか、以下の社会保障の充実を予定している。
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社会保障制度改革推進法第４条の規定に基づく「法制上の措置」の骨子による社会保障制度改革の工程表（平成29年度まで）社会保障制度改革推進法第４条の規定に基づく「法制上の措置」の骨子による社会保障制度改革の工程表（平成29年度まで）

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

少子化対策

医
療
制
度

介護保険制度

公的年金制度

医療サー
ビス等の
提供体制

医療保険

難病対策・
小児慢性
特定疾患
対策

①医療保険制度の財政基盤の安定化
・国保の財政支援の拡充
・国保の保険者、運営等の在り方に関し、上記の国保の財政支援の拡充により、
国保の財政上の構造的な問題を解決することとした上で、国保の財政運営を始め
として都道府県が担うことを基本としつつ、保険料の賦課徴収、保健事業の実施
等に関する市区町村の積極的な役割が果たされるよう都道府県・市区町村で適切
に役割分担するために必要な措置

・平成２５年健保法等改正法附則２条に規定する所要の措置
（協会けんぽの国庫補助率や高齢者の医療の費用負担の在り方）

②保険料に係る国民の負担に関する公平の確保
・国保・後期高齢者医療制度の低所得者の保険料負担を軽減する措置
・後期高齢者支援金の全面総報酬割の導入
・所得水準の高い国保組合に対する国庫補助の見直し
・国保の保険料の賦課限度額・被用者保険の標準報酬月額の上限額の引上げ

③保険給付の対象となる療養の範囲の適正化等
・低所得者の負担に配慮しつつ行う、70-74歳の一部負担金の取扱い及び
これと併せて検討する負担能力に応じた負担の観点からの高額療養費の見直し
・医療提供施設相互間の機能の分担や在宅療養との公平の観点からの外来・入院
に関する給付の見直し など

・難病対策に係る都道府県の超過負担の解消 ・公平かつ安定的な医療費助成の制度の確立

必要な措置を２６年度から２９年度までを目途に順次講ずる
▲ 法改正が必要な措置について法律案の２７年通常国会への提出を目指す

必要な措置を２９年度までを目途に順次講ずる

▲ 一環として法律案の２６年通常国会への提出を目指す

①病床の機能分化・連携及び在宅医療・在宅介護の推進
・病床機能に関する情報を都道府県に報告する制度の創設
・地域医療ビジョンの策定及びこれを実現するために必要な措置
（必要な病床の適切な区分の設定、都道府県の役割の強化等）

・新たな財政支援の制度の創設、診療報酬に係る適切な対応の在り方
・医療法人間の合併、権利の移転に関する制度等の見直し

②地域における医師、看護職員等の確保及び勤務環境の改善等に係る施策
③医療職種の業務範囲及び業務の実施体制の見直し など

▲ 法律案の２６年通常国会への提出を目指す

▲ 法律案の２６年通常国会への提出を目指す

①地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の見直し
・在宅医療・在宅介護の連携の強化
・高齢者の生活支援・介護予防に関する基盤整備
・認知症に係る施策

②地域支援事業の見直しと併せた地域の実情に応じた要支援者への支援の見直し

③一定以上の所得を有する者の利用者負担の見直し
④いわゆる補足給付の支給の要件に資産を勘案する等の見直し
⑤特別養護老人ホームに係る施設介護サービス費の支給対象の見直し
⑥低所得の第一号被保険者の介護保険料の負担軽減
⑦介護報酬に係る適切な対応の在り方 など

※次世代育成支援対策推進法（２６年度末までの時限立法）の延長を検討

【検討事項】

【検討事項】

【検討事項】

【検討事項】

必要な措置を２６年度を
目途に講ずる

必要な措置を２７年度を
目途に講ずる

・基礎年金の国庫負担割合の
２分の１への恒久的な引上げ

・遺族基礎年金の支給対象の拡大

・子ども・子育て支援法に基づく保育緊急確保事業、子どものための教育・保育給付及び地域子ども・子育て支援事業（含：待機児童解消加速化プラン）
・社会的養護の充実

・年金生活者支援給付金の支給
・老齢基礎年金の受給資格期間の短縮

①マクロ経済スライドに基づく年金給付の額の改定の在り方 ③高齢期における職業生活の多様性に応じ、 一人一人の状況を踏まえた年金受給の在り方
②短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用範囲の拡大 ④高所得者の年金給付の在り方・公的年金等控除を含めた年金課税の在り方の見直し

⑤①～④のほか、必要に応じ行う見直し

＊支援金等の現行の特例措置が２６年度末で終了

【検討事項】

※上記措置の実施状況等を踏まえ、高齢者医療制度の在り方等について、必要に応じ検討

※後期高齢者支援金の全面総報酬割に係る検討状況等を踏まえ、介護納付金の総報酬割について検討し、必要な措置を講ずる

第５期介護保険事業計画（～２６年度） 第６期介護保険事業計画（～２９年度）

現行医療計画（～２９年度） ＊ ３０年度～次期医療計画

※ 本工程表は、「社会保障制度改革推進法第４条の規定に基づく『法制上の措置』の骨子について」（平成25年8月21日閣議決定）に盛り込まれた講ずべき社会保障制度改革の措置等のうち、講ずる時期等が明示されている措置や検討事項の内容について記載したものである。 11



企業の経営資源を将来投資に振り向けるため、事業環境整備と税
制等の施策を総動員。

－生産性の向上につながる設備投資を促進する税制の創設
－事業再編を促進する税制の創設
－企業によるベンチャーファンドへの投資等を促進する税制の創設
－独立性の高い社外取締役の導入促進【会社法改正法案】

－公的・準公的資金の運用等の見直し

戦略地域単位、企業単位、全国単位の三層構造で大胆に構造改革を
加速。
－日本の経済社会の風景を変える突破口としての「国家戦略特区」を創設し、
医療、教育、農業、都市再生などの分野で大胆な規制・制度改革を実現
≪戦略地域単位： 国家戦略特区関連法案≫

－企業単位の特例で新分野進出等を支援する「企業実証特例制度」創設
≪企業単位： 産業競争力強化法案≫

－新分野進出等が行い得るよう規制の適用の有無を明確化する「グレーゾーン
解消制度」創設 ≪全国単位： 産業競争力強化法案≫
－産業競争力会議と規制改革会議との連携による更なる構造改革推進

成長戦略の当面の実行方針の概要

○期待を行動に変えるために放った「第三の矢：日本再興戦略」の実行を加速し、強化。
○戦略決定後の検討を経て、構造改革の内容や方向性が具体化し、前倒しで実行を予定している次期臨時国会提出法案などの主な
関連施策について、政府一体となって強力に推進。

１．規制・制度改革のための基盤整備

【次期臨時国会提出予定等関連法案】

産業競争力強化法案、国家戦略特区関連法案、会社法改正法案、薬事法等改正法案、再生医療等安全性確保法案、電気事業法改正法
案、農地中間管理機構（仮称）整備のための関連法案及び農山漁村再生可能エネルギー法案

２．民間投資・産業新陳代謝の促進

人材力強化や雇用制度改革に向けた早期
取組や人事給与システムなどの大学改革
を推進。

－民間人材ビジネス活用の加速
－「待機児童解消加速化プラン」による取組の加
速的実行等、仕事と子育て等を両立できる環境
の整備
－高度外国人材ポイント制度改革と永住許可の
ための在留歴の短縮 【出入国管理及び難民認定
法改正法案（次期通常国会）】

－大学のイノベーション機能の強化・大学改革
の推進 【産業競争力強化法案関連】

３．雇用制度改革・人材力強化

規制制度改革、官業開放等により、新たな
日本経済の成長エンジンとなる市場を形成。

－健康・医療市場の改革と「日本医療研究開発
機構（仮称）」の創設 【薬事法等改正法案、再生医
療等安全性確保法案 等】

－農地集約等による競争力強化 【農地中間管理
機構（仮称）関連法案】

－電力システム改革の断行と再生可能エネル
ギーの導入促進 【電気事業法改正法案、農山漁
村再生可能エネルギー法案】

４．構造改革等による戦略市場の創出

国・地方一体となった体制を構築し、中小
企業・小規模事業者の革新に向けた取組
を推進。

－各地域ごとに「地方産業競争力協議会」を順
次設置する等、産・学・官・金をはじめ地域の
総力を挙げた取組の推進
－地域における創業等を促進するための支援
【産業競争力強化法案】

－小規模事業者の振興に向けた枠組みの整備
【小規模事業者振興のための基本法案（次期通常
国会）】

５．地域ごとの成長戦略の推進と
中小企業・小規模事業者の革新

内閣官房 日本経済再生
総合事務局作成
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経済情勢等
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〔出所〕日本銀行「マネタリーベース」、「量的・質的金融緩和」の導入について（２０
１３年４月４日 日本銀行）等より

＜マネタリーベースの目標＞

マネタリーベースの目標と日銀バランスシートの見通し

（単位：兆円）

2012年末
（実績）

2013年9月
（実績）※1

2013年末
（見通し）

2014年末
（見通し）

マネタリーベース
（銀行券等発行高
＋日銀当座預金）

138 186 200 270

（日本銀行のバランスシート項目の内訳）※1

長期国債※2 89 126 140 190

（平均残存期間）
（３年
弱）

→ （７年程度）

ＣＰ等 2.1 1.6 2.2 2.2

社債等 2.9 3.1 3.2 3.2

ＥＴＦ 1.5 2.2 2.5 3.5

Ｊ－ＲＥＩＴ 0.11 0.138 0.14 0.17

貸出支援基金 3.3 8 13 18

その他とも資産計 158 208 220 290

銀行券 87 84 88 90

当座預金 47 97 107 175

その他とも負債・純資産
計

158 208 220 290

〔出所〕「量的・質的金融緩和」の導入について（２０１３年４月４日日本銀行）等より

※1 2013年9月（実績）について、マネタリーベースは9月末残高、バランスシート
項目の内訳は10月7日「営業毎旬報告」による。

※2 毎月の長期国債のグロスの買入れ額は７兆円強となる見込
み。
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270兆円

13年末
200兆円
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140兆円
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2013年度の予想物価上昇率（右軸）

2014年度の予想物価上昇率（左軸）

（%）

（調査月）
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2.5
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（注１）ＢＥＩは、利付国債利回り－物価連動国債利回り。残存期間が最も長い物価連動国債と同残存期間の

10年利付国債利回りを利用して算出。

（注２）新BEIは10月8日に入札が行われた新物価連動国債の複利利回りと10年利付国債（残存10年）の複

利利回りを利用して算出。

2010年 2011年 2012年 2013年

新BEI

日銀の物価見通しと予想物価上昇率の動向

○日銀の物価見通し＜2013年10月展望レポート＞
〈2013 ～2015年度の政策委員の大勢見通し〉

（対前年度比、％ 、＜＞内は政策委員見通しの中央値）

（出所）日本銀行「経済・物価情勢の展望（2013年10月）」、日経QUICK 、日本経済研究センター「ESPフォーキャスト調査」、内閣府「消費動向調査」

○家計の１年後の物価見通し＜消費動向調査＞

○エコノミストの予想物価上昇率＜ＥＳＰフォーキャスト＞

○市場参加者の予想物価上昇率＜物価連動国債のＢＥＩ＞
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実質 GDP
消費者物価指数
(除く生鮮食品) 消費税率引き上げ

の影響を除くケース

2013 年度
＋2.6～＋3.0
＜＋2.7＞

＋0.6～＋1.0
＜＋0.7＞

7 月時点の見通し
＋2.5～＋3.0
＜＋2.8＞

＋0.5～＋0.8
＜＋0.6＞

2014 年度
＋0.9～＋1.5
＜＋1.5＞

＋2.8～＋3.6
＜＋3.3＞

＋0.8～＋1.6
＜＋1.3＞

7 月時点の見通し
＋0.8～＋1.5
＜＋1.3＞

＋2.7～＋3.6
＜＋3.3＞

＋0.7～＋1.6
＜＋1.3＞

2015 年度
＋1.3～＋1.8
＜＋1.5＞

＋1.6～＋2.9
＜＋2.6＞

＋0.9～＋2.2
＜＋1.9＞

7 月時点の見通し
＋1.3～＋1.9
＜＋1.5＞

＋1.6～＋2.9
＜＋2.6＞

＋0.9～＋2.2
＜＋1.9＞
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10
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50
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90

100

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 910

2010 2011 2012 2013

郵送調査

訪問調査

（「上昇する」－「低下する」、％ポイント）

（注1）一般世帯、原数値。

（注2）消費動向調査は2013年4月より調査方法を訪問から郵送へ変更した。2012年7月から

2013年3月までは、従来の訪問による調査結果に加えて、試験的に行った郵送による調査結

果を公表している。



物価と賃金（国際比較）
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潜在GDP

潜在GDPと実際のGDPの推移

（出所）内閣府

実質GDP成長率：1.7％ 実質成長率：▲0.2％実質GDP成長率：0.1％実質GDP成長率：1.5％

潜在GDP成長率（期間平均）：4.4％ 潜在GDP成長率：2.0％ 潜在GDP成長率：0.8％ 潜在GDP成長率：1.0％ 潜在成長率：0.5％

2002～2007年度
戦後最長の景気回復局面

2008～2012年度
リーマンショック～震災

1997～2001年度
アジア通貨危機・金融危機～

1991～1996年度
バブル崩壊～

1981～1990年度
1980年代～バブル景気

実質GDP成長率（期間平均）：4.7％

（年度）

（兆円）

成長戦略
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世界経済の見通し

※IMF世界経済見通し（2013年10月公表）をベースに作成。

2007 2011 2012 2013 2014 2007 2011 2012 2013 2014 2007 2011 2012 2013 2014 2007 2011 2012 2013 2014

世界 5.3 3.9 3.2 2.9 3.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

先進国 2.7 1.7 1.5 1.2 2.0 5.5 7.9 8.0 8.1 8.0 -0.8 -0.1 -0.1 0.1 0.2 -1.1 -6.4 -5.9 -4.5 -3.5

先進7カ国 2.2 1.6 1.7 1.2 2.0 5.5 7.7 7.4 7.3 7.3 -1.1 -0.9 -1.1 -1.0 -1.0 -2.0 -7.6 -6.9 -5.4 -4.2

日本 2.2 -0.6 2.0 2.0 1.2 3.8 4.6 4.4 4.2 4.3 4.9 2.0 1.0 1.2 1.7 -2.1 -9.9 -10.1 -9.5 -6.8

米国 1.8 1.8 2.8 1.6 2.6 4.6 8.9 8.1 7.6 7.4 -4.9 -2.9 -2.7 -2.7 -2.8 -2.7 -9.7 -8.3 -5.8 -4.7

ユーロ圏 3.0 1.5 -0.6 -0.4 1.0 7.6 10.2 11.4 12.3 12.2 0.4 0.7 1.9 2.3 2.5 -0.7 -4.2 -3.7 -3.1 -2.5

ドイツ 3.4 3.4 0.9 0.5 1.4 8.8 6.0 5.5 5.6 5.5 7.5 6.2 7.0 6.0 5.7 0.2 -0.8 0.1 -0.4 -0.1

フランス 2.3 2.0 0.0 0.2 1.0 8.4 9.6 10.3 11.0 11.1 -1.0 -1.8 -2.2 -1.6 -1.6 -2.8 -5.3 -4.9 -4.0 -3.5

イタリア 1.7 0.4 -2.4 -1.8 0.7 6.1 8.4 10.7 12.5 12.4 -1.3 -3.1 -0.7 0.0 0.2 -1.6 -3.7 -2.9 -3.2 -2.1

英国 3.4 1.1 0.2 1.4 1.9 5.4 8.0 8.0 7.7 7.5 -2.2 -1.5 -3.8 -2.8 -2.3 -2.8 -7.8 -7.9 -6.1 -5.8

カナダ 2.0 2.5 1.7 1.6 2.2 6.1 7.5 7.3 7.1 7.1 0.8 -2.8 -3.4 -3.1 -3.1 1.5 -3.7 -3.4 -3.4 -2.9

新興国・途上国 8.7 6.2 4.9 4.5 5.1 n/a n/a n/a n/a n/a 3.7 1.6 1.4 0.8 0.8 1.2 -1.2 -1.7 -2.3 -2.2

ASEAN 5 6.2 4.5 6.2 5.0 5.4 n/a n/a n/a n/a n/a 4.8 2.6 0.6 -0.1 -0.1 -1.0 -1.3 -2.3 -2.6 -2.8

中国 14.2 9.3 7.7 7.6 7.3 4.0 4.1 4.1 4.1 4.1 10.1 1.9 2.3 2.5 2.7 0.9 -1.3 -2.2 -2.5 -2.1

インド 9.8 6.3 3.2 3.8 5.1 n/a n/a n/a n/a n/a -1.3 -4.2 -4.8 -4.4 -3.8 -4.4 -8.5 -8.0 -8.5 -8.5

ブラジル 6.1 2.7 0.9 2.5 2.5 9.3 6.0 5.5 5.8 6.0 0.1 -2.1 -2.4 -3.4 -3.2 -2.7 -2.5 -2.7 -3.0 -3.2

ロシア 8.5 4.3 3.4 1.5 3.0 6.1 6.5 6.0 5.7 5.7 5.5 5.1 3.7 2.9 2.3 6.8 1.5 0.4 -0.7 -0.3

一般政府財政収支
(対GDP比、％)

実質GDP成長率（％） 失業率（％）
経常収支

(対GDP比、％)
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日本経済の構造変化① 人口動態の変化と成長率

Ⅰ 年代ごとの成長率の推移(実質）

Ⅱ 生産年齢人口（15歳以上65歳未満）の推移

（年）

（出所）内閣府「国民経済計算」、総務省「人口推計」「労働力調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成24年1月推計）

（年度）

（前年度比、％）

1965～73年：

1974～85年：

1986～90年：

1991～95年：

1996～2000年：

2001～2005年：

2006～2012年：

8.9％

3.9％

5.0％

1.3％

0.8％

1.3％

0.4％

（注）2013年以降の就業者数変化率は、将来人口の推計値（出生中位、死亡中位のケース）と労働力率の見通し（各年齢層・各性別の労
働力率が2012年の値で横ばいで推移と仮定したもの）から試算した労働力人口の年平均変化率。

1965～73年：

1974～85年： 1986～90年：

1991～95年：

1996～2000年：
2001～2005年：

2006～2012年：

1.4％

0.9％ 0.9％

0.3％

▲0.2％
▲0.5％

▲0.7％

成長戦略

Ⅲ 実質GDP成長率の要因分解

（年平均変化率、寄与度、％）

Ⅳ 労働参加率の状況

（歳）
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＜内部留保額の推移＞

＜設備投資とキャッシュフローの推移＞

（年度）

（兆円）

（兆円）

（出所）財務省「法人企業統計」、内閣府「国民経済計算」、日経Financial QUEST、日本銀行「資金循環統計」

日本経済の構造変化② 企業部門の動向・設備投資

（年）

（兆円）

（年度）

＜純設備投資の推移＞

成長戦略

（年度）

（参考）
民間非金融法人の保有する
現金・預金等は、２１５兆円
（2011年度末）

＜実質無借金の上場企業の割合＞

（注）1. 実質無借金企業は、保有する現預金及び現金同等物が有利子負債を上回る企業。現金同等物とは、
CP、CD、公社債投信などの短期資産を指す。

2. 東証1部・2部上場かつ3月期決算企業のうち、1995年度から連続してデータ取得可能な1,260社
（除く金融機関）が対象

（兆円）
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日本の構造変化③ 賃金と物価の動向
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平成２５年度第３回 全国財務局長会議資料 【近畿財務局】
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平成２５年度第３回 全国財務局長会議資料 【近畿財務局】
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平成２５年度第３回 全国財務局長会議資料 【近畿財務局】
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平成２５年度第３回 全国財務局長会議資料 【近畿財務局】
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